
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
一
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

七
） 

答

弁

第

七

号 

   

衆
議
院
議
員
金
瀬
俊
雄
君
提
出
次
期
対
潜
哨
戒
機
Ｐ
Ｘ
Ｌ
等
の
選
定
経
過
と
関
係
省
庁
の
係
り
合
い
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
七
第
七
号 

昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
金
瀬
俊
雄
君
提
出
次
期
対
潜
哨
戒
機
Ｐ
Ｘ
Ｌ
等
の
選
定
経
過
と
関
係
省
庁
の
係
り
合 

い
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

(1)
及
び

(2) 

政
府
は
従
来
か
ら
、
文
民
統
制
の
原
則
の
下
に
防
衛
力
を
整
備
し
、
自
衛
隊
を
管
理
運
営
し
て
き

て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
政
府
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

(1)
及
び

(2) 

次
期
対
潜
機
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
防
衛
上
の
見
地
に
立
つ
て
所
望
の
性
能
が
得
ら
れ
、
費
用
対

効
果
の
上
で
優
れ
て
い
る
も
の
を
選
定
す
る
所
存
で
あ
り
、
そ
の
選
定
の
経
緯
に
つ
い
て
も
、
可
能
な
範
囲
で

国
民
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
関
連
資
料
等
は
、
我
が
国
の
防
衛
上
の
必
要
か

ら
、
ま
た
、
外
国
政
府
に
対
す
る
信
義
上
の
問
題
等
か
ら
公
表
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
そ 



三
に
つ
い
て 

(3) 
次
期
対
潜
機
選
定
の
前
提
と
な
る
、
そ
の
必
要
性
、
要
求
性
能
等
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。 

の
す
べ
て
を
公
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

海
上
自
衛
隊
で
は
大
型
陸
上
固
定
翼
対
潜
機
Ｐ
2
Ｖ
―

7
及
び
そ
れ
を
一
部
改
造
し
た
Ｐ
―

2
Ｊ
を
保
有

し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
Ｐ

2
Ｖ
―

7
は
既
に
減
少
し
つ
つ
あ
り
、
ま
た
、
Ｐ
―

2
Ｊ
は
昭
和
五
十
七
年
以

降
逐
次
用
途
廃
止
が
見
込
ま
れ
る
。
次
期
対
潜
機
は
、
こ
れ
ら
の
減
少
す
る
大
型
陸
上
固
定
翼
対
潜
機
を
適

時
に
補
充
し
、
か
つ
、
潜
水
艦
の
性
能
向
上
の
す
う
勢
に
有
効
に
対
処
す
る
た
め
必
要
と
な
る
も
の
で
あ 

る
。 次

期
対
潜
機
に
対
す
る
運
用
上
の
要
求
性
能
は
、
列
国
潜
水
艦
の
性
能
向
上
に
対
応
す
る
た
め
、
新
し
い

探
知
機
器
、
総
合
的
情
報
処
理
装
置
等
を
と
う
載
し
、
広
域
の
同
時
監
視
能
力
、
迅
速
正
確
な
目
標
の
位
置

局
限
能
力
、
対
潜
攻
撃
機
能
等
の
充
実
強
化
さ
れ
る
も
の
を
考
え
て
い
る
。 

四 

 



(3)
及
び

(4) 

防
衛
力
整
備
の
計
画
は
、
国
防
会
議
に
諮
つ
た
上
で
、
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
が
、
経
済
企 

(2) 

防
衛
力
の
整
備
に
当
た
つ
て
は
、
ま
ず
防
衛
上
の
見
地
か
ら
立
案
さ
れ
、
そ
の
際
経
費
が
同
じ
で
あ
れ
ば

最
大
の
効
果
を
あ
げ
ら
れ
る
も
の
を
、
効
果
が
同
じ
で
あ
れ
ば
最
少
の
経
費
で
済
む
も
の
を
選
択
す
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
、
広
範
な
国
の
他
の
諸
施
策
と
の
調
和
も
考
慮
し
て
、
決
定

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

(1) 

防
衛
力
に
つ
い
て
、
確
立
さ
れ
た
定
説
は
な
い
が
、
通
常
、
「
防
衛
兵
器
の
自
国
内
生
産
能
力
」
は
、
「
防

衛
力
」
に
は
含
ま
れ
ず
、
国
防
関
連
諸
施
策
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
広
義
の
国
防
政
策
な
い
し
安
全
保
障
政
策

の
一
環
と
し
て
問
題
と
す
べ
き
事
項
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。 

次
期
対
潜
機
選
定
の
前
提
と
な
る
海
上
自
衛
隊
の
固
定
翼
対
潜
機
の
装
備
機
数
等
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十

二
年
度
以
後
の
防
衛
力
整
備
計
画
の
一
環
と
し
て
、
防
衛
庁
に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
だ

説
明
で
き
る
段
階
に
至
つ
て
い
な
い
。 

五 

 



(7) 

軍
用
機
に
限
ら
ず
、
あ
る
財
貨
の
輸
入
が
増
加
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
我
が
国
の
国
際
収
支
の
黒
字
が
減
少

し
、
ド
ル
減
ら
し
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

(6) 

防
衛
力
整
備
の
た
め
の
総
経
費
の
決
定
に
際
し
て
、
財
政
上
効
率
的
な
予
算
の
配
分
の
確
保
と
い
う
見
地

か
ら
個
々
の
経
費
に
つ
い
て
の
検
討
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
大
蔵
省
は
、
防
衛
庁
は
じ
め

関
係
省
庁
と
十
分
協
力
し
つ
つ
、
そ
の
検
討
を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

(5) 

防
衛
力
整
備
の
計
画
が
国
民
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
関
係
各
省
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
掌
事

務
の
範
囲
内
で
、
予
測
す
る
こ
と
と
な
る
。 

な
お
、
軍
用
機
の
輸
入
に
よ
り
ど
の
程
度
の
効
果
な
い
し
即
効
性
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
輸
入
の
形 

態
、
支
払
条
件
等
そ
の
契
約
内
容
い
か
ん
に
よ
つ
て
差
異
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
例
示
す
る
こ
と
は
困
難
で 

画
庁
長
官
及
び
大
蔵
大
臣
は
、
国
防
会
議
及
び
閣
議
の
構
成
員
と
し
て
同
計
画
の
決
定
に
関
与
し
て
い
る
。 

な
お
、
経
済
企
画
庁
は
、
個
々
の
防
衛
費
の
配
分
に
は
、
直
接
関
与
し
て
い
な
い
。 

六 

 



四
に
つ
い
て 

  

(8) 

現
在
、
米
ソ
の
核
の
相
互
抑
止
力
に
基
づ
き
、
地
域
的
安
全
保
障
の
わ
く
組
み
が
存
在
し
て
お
り
、
核
戦

争
及
び
核
戦
争
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
通
常
戦
争
の
発
生
が
抑
止
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。 

昭
和
三
十
六
年
か
ら
昭
和
五
十
年
に
至
る
毎
年
度
末
の
外
貨
準
備
高
及
び
外
貨
準
備
高
中
の
外
貨
の
量
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
外
貨
の
ほ
と
ん
ど
は
米
ド
ル
で
あ
る
。 

我
が
国
と
し
て
は
、
日
米
安
全
保
障
体
制
を
堅
持
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
我
が
国
に
対
す
る
大
規
模
な
武

力
侵
略
は
未
然
に
防
止
さ
れ
る
と
考
え
、
我
が
国
の
保
有
す
る
防
衛
力
は
限
定
的
な
武
力
侵
略
に
対
し
て
有

効
に
対
処
し
得
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

あ
る
。 

七 

 



           

八 

 



五
に
つ
い
て 

(1)
か
ら

(3)
ま
で 

防
衛
庁
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
概
算
要
求
に
お
い
て
、
高
等
練
習
機
Ｔ
―

2
（
以
下
単
に

「
Ｔ
―

2
」
と
い
う
。
）
の
国
産
化
を
一
応
の
前
提
と
す
る
研
究
開
発
に
着
手
す
る
も
の
と
し
て
、
高
等
練
習
機

設
計
研
究
委
託
費
八
三
四
百
万
円
（
う
ち
昭
和
四
十
二
年
度
歳
出
額
三
三
四
百
万
円
、
後
年
度
負
担
額
五
〇

〇
百
万
円
）
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
四
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
高
等
練
習
機
設
計
研
究
委
託
費
と
し
て
七
一
五
百
万
円
（
う
ち
昭

和
四
十
二
年
度
歳
出
額
二
〇
〇
百
万
円
、
後
年
度
負
担
額
五
一
五
百
万
円
）
が
計
上
さ
れ
、
同
年
度
に
開
発

に
着
手
し
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
は
、
そ
の
研
究
開
発
の
結
果
、
所
望
の
性
能
が
得
ら
れ
、
費
用
対
効
果
の
点
で
も
満
足
さ
れ
る
場
合

に
は
、
国
産
に
進
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
装
備
に
着
手
す
る
段
階
に
お
い
て
は
、

改
め
て
そ
の
可
否
を
検
討
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 

九 

 



(7) 

Ｔ
―

2
の
研
究
開
発
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
に
着
手
し
て
お
り
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
は
開
発
を
完
了

し
、
逐
次
用
途
廃
止
さ
れ
る
高
等
練
習
機
（
Ｆ
―
86
Ｆ
）
に
代
え
て
昭
和
四
十
九
年
度
か
ら
使
用
す
る
こ
と
を 

(6) 

Ｔ
―

2
の
採
用
は
、
超
音
速
の
高
等
練
習
機
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
機
種
に
つ

い
て
は
、
教
育
訓
練
、
維
持
、
整
備
等
の
面
を
考
慮
し
、
最
も
効
率
的
で
あ
る
と
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。 

(5) 

Ｔ
―

2
の
研
究
開
発
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
防
衛
力
整
備
計
画
（
以
下
「
三
次
防
」
と
い
う
。
）
の
大
綱
及
び

主
要
項
目
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
三
次
防
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

(4) 
試
作
機
が
初
飛
行
し
た
の
は
昭
和
四
十
六
年
七
月
二
十
日
で
あ
り
、
昭
和
四
十
二
年
度
研
究
開
発
着
手
以

来
昭
和
四
十
六
年
初
飛
行
ま
で
の
概
算
要
求
と
成
立
予
算
は
別
紙
第

1
の
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
そ
の
採
用
は
、
第
四
次
防
衛
力
整
備
五
か
年
計
画
（
以
下
「
四
次
防
」
と
い
う
。
）
の
主
要
項
目
の
一

部
と
し
て
昭
和
四
十
七
年
十
月
九
日
国
防
会
議
に
諮
つ
た
上
で
閣
議
に
お
い
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

一
〇 

 



六
に
つ
い
て 

(1)
か
ら

(3)
ま
で 

防
衛
庁
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
概
算
要
求
に
お
い
て
Ｔ
―2

を
支
援
戦
闘
機
に
改
造
す
る
場

合
の
調
査
研
究
の
た
め
の
技
術
調
査
研
究
委
託
費
四
九
〇
百
万
円
（
う
ち
昭
和
四
十
七
年
度
歳
出
額
九
八
百

万
円
、
後
年
度
負
担
額
三
九
二
百
万
円
）
及
び
支
援
戦
闘
機
用
の
火
器
管
制
装
置
の
試
作
品
費
九
九
四
百
万

円
（
う
ち
昭
和
四
十
七
年
度
歳
出
額
一
九
九
百
万
円
、
後
年
度
負
担
額
七
九
五
百
万
円
）
を
要
求
し
た
も
の
で

あ
る
。 

(9) 

四
次
防
に
お
い
て
決
定
さ
れ
て
い
る
五
十
九
機
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
末
ま
で
に
取
得
す
る
予

定
で
あ
る
。
そ
の
後
の
配
備
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
度
以
後
の
防
衛
力
整
備
の
計
画
の
一
環
と
し
て

検
討
中
で
あ
り
、
説
明
で
き
る
段
階
に
至
つ
て
い
な
い
。 

(8) 
Ｔ
―

2
は
、
ほ
ぼ
予
定
ど
お
り
、
昭
和
四
十
九
年
度
に
一
号
機
を
取
得
し
た
。 

考
え
て
い
た
。 

一
一 

 



(5) 

Ｆ
Ｓ
―
Ｔ

2
改
支
援
戦
闘
機
（
以
下
単
に
「
Ｆ
Ｓ
―
Ｔ
2
改
」
と
い
う
。
）
の
研
究
開
発
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
― 

(4) 

試
作
機
が
初
飛
行
し
た
の
は
昭
和
五
十
年
六
月
三
日
で
あ
り
、
昭
和
四
十
七
年
度
研
究
開
発
着
手
以
来
初

飛
行
ま
で
の
概
算
要
求
、
成
立
予
算
及
び
そ
の
執
行
金
額
は
別
紙
第

2
の
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
防
衛
上
の
装
備
品
に
係
る
研
究
開
発
は
、
一
般
に
は
、
直
ち
に
装
備
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
技
術
水
準
の
向
上
、
将
来
装
備
化
す
る
場
合
の
技
術
的
基

盤
の
維
持
及
び
育
成
等
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
四
十
七
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
右
の
技
術
調
査
研
究
委
託
費
及
び
試
作
品
費
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
四

二
四
百
万
円
（
う
ち
昭
和
四
十
七
年
度
歳
出
額
八
五
百
万
円
、
後
年
度
負
担
額
三
三
九
百
万
円
）
及
び
七
九
六

百
万
円
（
う
ち
昭
和
四
十
七
年
度
歳
出
額
一
五
九
百
万
円
、
後
年
度
負
担
額
六
三
七
百
万
円
）
が
計
上
さ
れ
、

同
年
度
に
研
究
開
発
に
着
手
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
産
化
に
つ
い
て
は
、
装
備
を
決
定
す
る
時
点
に
お
い
て

検
討
す
る
考
え
で
あ
つ
た
。 

一
二 

 



(9) 

Ｆ
Ｓ
―
Ｔ

2
改
は
、
当
初
四
次
防
の
主
要
項
目
に
お
い
て
、
六
十
八
機
整
備
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た

が
、
こ
の
計
画
は
、
昨
年
十
二
月
三
十
日
の
国
防
会
議
及
び
同
三
十
一
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
二
十
六
機
に 

(8) 

Ｆ
Ｓ
―
Ｔ

2
改
は
、
ほ
ぼ
予
定
ど
お
り
、
昭
和
五
十
二
年
度
に
一
号
機
を
取
得
す
る
予
定
で
あ
る
。 

(7) 

Ｆ
Ｓ
―
Ｔ

2
改
の
研
究
開
発
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
に
着
手
し
て
お
り
、
昭
和
五
十
年
度
に
は
開
発
を
完

了
し
、
逐
次
用
途
廃
止
さ
れ
る
支
援
戦
闘
機
（
Ｆ
―
86
Ｆ
）
に
代
え
て
昭
和
五
十
二
年
か
ら
使
用
す
る
こ
と
を

考
え
て
い
た
。 

(6) 

Ｆ
Ｓ
―
Ｔ

2
改
の
採
用
は
、
四
次
防
の
主
要
項
目
の
一
部
と
し
て
昭
和
四
十
七
年
十
月
九
日
国
防
会
議
に

諮
つ
た
上
で
閣
議
に
お
い
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

2
を
母
機
と
す
る
小
規
模
な
改
造
に
関
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
四
次
防
の
主
要
項
目
等
に
具
体
的
に
定
め
ら

れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

な
お
、
支
援
戦
闘
機
と
し
て
Ｆ
Ｓ
―
Ｔ

2
改
を
選
定
し
た
理
由
は

(11)
に
お
い
て
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。 
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(11) 

外
国
機
を
導
入
す
る
場
合
の
候
補
機
種
は
、
Ｆ
―

5
Ｅ
で
あ
つ
た
が
、
我
が
国
に
お
け
る
支
援
戦
闘
の
た 

(10) 

大
蔵
省
は
、
四
次
防
の
主
要
項
目
の
策
定
の
過
程
に
お
い
て
、
国
産
機
は
一
般
に
輸
入
機
に
比
し
割
高
と

な
り
、
さ
ら
に
ド
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
円
高
の
為
替
相
場
に
よ
り
輸
入
機
が
従
来
よ
り
割
安
と
な
る
こ
と

等
の
理
由
か
ら
、
機
種
を
特
定
せ
ず
外
国
機
の
輸
入
の
検
討
を
行
う
よ
う
防
衛
庁
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
昭
和
四
十
二
年
度
予
算
及
び
昭
和
四
十
七
年
度
予
算
の
編
成
に
当
た
り
、
国
産
か
輸
入
か
が
問
題

と
な
り
、
昭
和
四
十
二
年
度
予
算
編
成
の
際
は
Ｔ
―
38
（
米
国
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
社
製
で
そ
の
後
Ｆ
―

5
Ｂ
と

な
る
。
）
、
昭
和
四
十
七
年
度
予
算
編
成
の
際
は
、
Ｆ
―

5
Ｂ
が
輸
入
の
検
討
対
象
と
な
る
機
種
で
あ
る
旨
の

説
明
を
防
衛
庁
か
ら
受
け
た
経
緯
が
あ
る
。 

変
更
さ
れ
た
。
そ
の
最
終
取
得
年
度
は
、
昭
和
五
十
三
年
度
で
あ
る
。
以
後
の
取
得
計
画
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
昭
和
五
十
二
年
度
以
後
の
防
衛
力
整
備
の
計
画
の
一
環
と
し
て
検
討
中
で
あ
り
、
説
明
で
き
る
段
階
に

至
つ
て
い
な
い
。 
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七
に
つ
い
て 

(2) 

防
衛
庁
が
次
期
対
潜
機
を
国
内
開
発
す
る
方
針
を
主
張
し
た
の
は
、
当
時
、
米
国
か
ら
Ｐ
―
3
Ｃ
を
導
入 

(1)
、

(6)
及
び

(7) 

次
期
対
潜
機
に
関
し
て
は
、
防
衛
庁
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
概
算
要
求
に
お
い
て
初
め
て
基

礎
研
究
の
た
め
の
も
の
を
要
求
し
た
が
、
こ
れ
は
国
産
化
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。 

な
お
、
防
衛
庁
と
し
て
国
産
化
を
前
提
と
し
た
研
究
開
発
の
た
め
の
要
求
を
し
た
の
は
、
昭
和
四
十
六
年

度
概
算
要
求
に
お
け
る
次
期
対
潜
機
設
計
研
究
委
託
費
が
最
初
で
あ
る
。
た
だ
し
、
次
期
対
潜
機
の
国
産
化

を
前
提
と
し
た
研
究
開
発
費
は
、
一
度
も
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
概
算
要
求
及
び
成
立
予
算
の
内
容

は
、
別
紙
第

3
の
と
お
り
で
あ
る
。 

め
の
航
空
機
と
し
て
は
、
Ｔ
―

2
を
改
造
し
た
Ｆ
Ｓ
―
Ｔ

2
改
の
方
が
性
能
面
に
お
い
て
優
れ
て
お
り
、
更

に
、
高
等
練
習
機
と
支
援
戦
闘
機
と
を
同
系
列
の
航
空
機
と
す
る
こ
と
は
、
要
員
の
教
育
、
航
空
機
の
維
持
、

整
備
等
の
面
か
ら
も
効
率
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
機
の
方
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 
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(8)
及
び

(9) 

右
の
次
期
対
潜
機
関
係
の
技
術
調
査
研
究
委
託
費
は
国
産
化
を
前
提
と
す
る
調
査
研
究
を
行
う
た 

(5) 

防
衛
庁
と
し
て
は
、
次
期
対
潜
機
に
つ
い
て
、
国
産
化
を
前
提
と
す
る
研
究
開
発
に
着
手
し
た
こ
と
は
な

い
。 

(4) 

次
期
対
潜
機
の
必
要
性
、
要
求
性
能
等
は
、
二
の

(3)
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
Ｐ
―
2
Ｊ
で
は

一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
主
力
機
と
し
て
の
要
求
を
十
分
に
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
考
え
て

い
る
。 

(3) 

防
衛
庁
は
次
期
対
潜
機
は
、
二
の

(3)
で
述
べ
た
よ
う
な
必
要
性
に
基
づ
き
、
Ｐ
―
2
Ｊ
の
減
少
に
対
し
適

時
に
補
充
し
得
る
よ
う
配
備
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。 

で
き
る
見
込
み
が
な
か
つ
た
こ
と
及
び
国
内
開
発
に
よ
つ
て
所
望
の
性
能
の
も
の
が
得
ら
れ
る
と
考
え
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
わ
せ
て
国
内
開
発
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
防
衛
基
盤
の
培
養
に
も
資
す
る
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。 
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(12) 

大
蔵
省
は
、
次
期
対
潜
機
に
関
し
て
は
、
そ
の
国
内
開
発
に
は
多
額
の
研
究
開
発
費
を
要
す
る
こ
と
、
及 

(11) 

経
済
企
画
庁
長
官
及
び
通
商
産
業
大
臣
は
、
閣
議
の
構
成
員
と
し
て
予
算
の
決
定
に
関
与
し
て
い
る
が
、

御
指
摘
の
研
究
開
発
予
算
の
決
定
に
は
特
に
関
係
し
て
い
な
い
。 

(10) 

昭
和
四
十
五
年
度
及
び
昭
和
四
十
六
年
度
の
次
期
対
潜
機
に
関
す
る
調
査
研
究
は
、
国
産
化
を
前
提
と
す

る
研
究
開
発
で
は
な
く
、
基
礎
的
調
査
研
究
で
あ
つ
て
、
三
次
防
に
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
。 

め
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
が
、
国
産
化
を
前
提
と
す
る
研
究
開
発
を
行
う
か
否
か
を
決
め
る
に
当
た
り
必
要

と
な
る
基
礎
的
、
技
術
的
な
調
査
研
究
及
び
い
ず
れ
の
方
針
に
決
ま
る
場
合
に
お
い
て
も
必
要
と
な
る
事
前

研
究
を
行
う
た
め
の
経
費
で
あ
り
、
防
衛
庁
が
こ
の
経
費
に
よ
り
必
要
な
調
査
研
究
を
メ
ー
カ
ー
等
に
委
託

し
、
そ
の
成
果
を
は
握
し
て
お
く
こ
と
が
、
そ
の
後
に
お
け
る
国
産
化
を
前
提
と
す
る
研
究
開
発
を
行
う
か

否
か
の
方
針
決
定
等
を
行
う
上
に
お
い
て
必
要
で
あ
つ
た
。 
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(15) 

大
蔵
省
は
、

(3)
で
述
べ
た
防
衛
庁
の
考
え
と
同
じ
で
あ
つ
た
。 

(14) 

大
蔵
省
は
、
具
体
的
機
種
の
選
定
を
行
う
立
場
に
な
い
が
、
財
政
当
局
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
性
能
面
に

お
い
て
大
き
な
差
が
な
け
れ
ば
財
政
上
負
担
の
少
な
い
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。 

(13) 

大
蔵
省
は
、
次
期
対
潜
機
の
国
産
化
を
前
提
と
す
る
研
究
開
発
に
反
対
し
て
い
た
も
の
で
、
特
定
の
外
国

機
の
輸
入
を
求
め
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。 

し
か
し
当
時
、
参
考
と
し
て
、
検
討
の
対
象
と
な
る
外
国
機
種
と
し
て
は
、
Ｐ
―

3
Ｃ(

米)

、
ニ
ム
ロ
ッ

ド(

英)

、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク(

仏)

の
三
機
種
が
あ
る
旨
の
説
明
を
防
衛
庁
か
ら
受
け
て
い
た
。 

び
国
内
開
発
機
の
量
産
価
格
は
大
量
生
産
さ
れ
た
場
合
の
外
国
機
に
比
べ
て
か
な
り
割
高
に
な
る
こ
と
等
の

理
由
に
よ
り
、
国
産
化
を
前
提
と
す
る
研
究
開
発
に
着
手
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
つ
た
。 

な
お
、
自
力
に
よ
る
防
衛
力
整
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
々
の
国
際
情
勢
、
経
済
財
政
事
情
、
科
学
技
術

水
準
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 
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(20)
か
ら

(22)
ま
で 

四
次
防
の
策
定
の
過
程
に
お
い
て
検
討
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
次

期
対
潜
機
に
つ
い
て
国
産
化
を
前
提
と
す
る
研
究
開
発
を
行
う
か
否
か
と
い
う
高
度
の
技
術
的
専
門
的
な
判

断
を
要
す
る
問
題
で
あ
つ
た
の
で
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
九
日
の
国
防
会
議
議
員
懇
談
会
に
お
い
て
は
、
国

防
会
議
事
務
局
に
、
専
門
家
の
会
議
を
設
け
る
等
に
よ
り
、
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
が
了
解
事
項
と
し
て
確 

(18)
及
び

(19) 

大
蔵
省
は
、

(12)
で
述
べ
た
理
由
に
よ
り
国
産
化
を
前
提
と
す
る
研
究
開
発
に
は
反
対
し
た
が
、
次

期
対
潜
機
の
必
要
性
を
認
め
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
。 

(17) 

大
蔵
省
は
、
Ｐ
―

3
Ｃ
が
次
期
対
潜
機
の
検
討
対
象
と
な
り
得
る
機
種
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て

い
た
が
、
四
次
防
策
定
時
に
は
具
体
的
な
機
種
を
選
定
す
る
必
要
も
な
く
、
大
蔵
省
と
し
て
機
種
を
Ｐ
―
3

Ｃ
に
特
定
し
た
事
実
は
な
い
。 

(16) 
大
蔵
省
は
、
次
期
対
潜
機
を
国
産
化
し
た
場
合
の
所
要
経
費
見
積
、
輸
入
す
る
場
合
と
の
経
費
比
較
等
に

関
し
て
、
主
と
し
て
防
衛
庁
か
ら
説
明
を
受
け
た
。 
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(23) 

防
衛
力
整
備
の
計
画
は
、
国
防
会
議
に
諮
つ
た
上
で
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
が
、
大
蔵
省
主
計
局

は
、
国
防
会
議
及
び
閣
議
の
構
成
員
た
る
大
蔵
大
臣
を
補
佐
す
る
立
場
か
ら
財
政
上
の
観
点
を
中
心
に
同
計

画
の
策
定
に
関
与
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

な
お
、
当
時
は
、
次
期
対
潜
機
の
機
種
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
段
階
に
も
至
つ
て
い
な
か
つ
た
も

の
で
あ
る
。 

認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
専
門
家
の
意
見
を
徴
す
る
こ
と
と
な
つ
た
の
は
、
以
上
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
資
料
の
蓄
積
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。 

二
〇 

 



           

二
一 

 



   

二
二 

 




